
農振の手数料が変わりました

１筆あたり
１００円無料

ご協力お願いします

平成１８年４月１日より、石垣市手数料徴収条例の
一部が改正されました。

１筆あたり
３００円

３筆まで３００円
そ れ を こ え る
１筆ごとに５０円

改正前

農振農用地区域

内外 閲 覧

改正後

改正前

農振農用地区域

内外 証 明

改正後

　　　　　　　登記簿謄本の確認が必要となる場合があります。
　
　　閲覧を希望される際、登記簿謄本が必要となる場合があります。
　　お調べになりたい地番が、市の管理している台帳（石垣農業振
　　興地域整備計画）の作成後に、分筆、合筆などによって出来た
　　あたらしい地番である可能性があります。
　　こういった場合、台帳作成時の親番で確認する必要があります。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　※ 登記簿謄本は交付から３ヶ月以内のもの


